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可燃性廃棄物減容化事業について

【本事業の概要等】

（背景）
○ 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、飯舘村及び近隣自治体において放射性

物質に汚染された廃棄物が大量に発生し、これら廃棄物の早急な処理が喫緊の課題と
なっている。

（本事業の概要）
○ 本事業は、環境省が飯舘村蕨平地区において実施する可燃性廃棄物減容化のための

事業。
① 「仮設焼却炉」の設置

飯舘村内の除染に伴う廃棄物や家庭から出る片づけゴミ等の廃棄物に加え、飯舘村の村民が
避難している自治体（福島市、南相馬市、相馬市、伊達市、国見町、川俣町の周辺６市町）の下水
汚泥や農林業系ゴミを焼却処理し廃棄物の減容化を図る。

② 「仮設資材化施設」の設置
飯舘村内の除染土壌等の一部から、再生利用可能な建設資材（再生路盤材や盛土材）を生成

する実証事業を実施する。

（本事業の意義）
○ 本事業は、飯舘村の復興・再生のみならず、飯舘村が支援を受けている避難先自治体

の可燃性廃棄物の減容化等にもつながり、ひいては福島県全体の復興に資する事案で
ある。

１



【施設概要】

○ 仮設焼却炉
① 処理能力 ２４０トン／日
② 処理量 村内処理 約１４万トン 村外処理 ７万トンを上限 （計 ２１万トン）
③ 運転期間 原則３年。但し、村内廃棄物の量が計画よりも多くなった場合には、最長で２年間

延長。

○ 仮設資材化施設
① 処理能力 １０トン／日
② 処理量 村内汚染土壌 約５００トン
③ 運転期間 ３年。（運転期間延長なし）

稲わら

副産物
（セシウム含む）

生成物
（資材）

工事資材など
への有効利用

分離・
資材化

中間貯蔵施設や処分
場へ搬出されるまで、
敷地内で一時保管

再生路盤材 盛土材

■飯舘村の除染土壌の一部
(約500t)

除染土壌

片付けごみ・除染ごみ

■村外の農林業系ごみや下水
汚泥など可燃性廃棄物 (7万t)

下水脱水汚泥 下水乾燥汚泥

牧草 など

■飯舘村の片付けごみ等及び
除染ごみのうち可燃性のもの

(約14万t)

焼却灰の一部
(約500t)

焼却灰

生成物は福島県の公共事業で活用を検討

仮設焼却炉
規模：240t/日

仮設資材化施設
規模：10t/日程度

２



○ 平成２６年３月～
測量・地質調査／計画設計／環境調査 など

○ 平成２７年夏頃目途
仮設焼却炉運転開始／仮設資材化実証事業開始

○ ３年程度で処理／実証完了を目指す
⇒  終了後、速やかに、撤去・原状回復

※処理対象物の量の精査や設計の結果などにより、スケジュールの変更あり。

【事業予定地】

実施地

【事業スケジュール】
《飯舘村蕨平字木戸地内（蕨平牧草地）》

３

面積２３０．１３ｋ㎡

東西 １５．２ｋｍ

南北 １６．８ｋｍ

福島県の北東部阿武隈山系の北端

東京からの距離約３００ｋｍ

東京から、新幹線、車を乗りついで約３時間。

車（東北道）で約４時間。



【安全対策】

○ 排ガス中の放射性セシウムをほぼ完全に除去。
⇒ 仮設焼却炉及び仮設資材化施設には、排ガス中の微粒子の灰を除去する高性能の排ガス処理
装置（バグフィルター）を設置。

⇒ 微粒子の灰（粒径「数μｍ程度」）は、排ガス処理装置（網の目「１μｍ以下」）でほぼ完全に除去
可能だが、万全を期すために排ガス処理装置は 「２段」 設置。

※ なお、排ガス冷却のために「水」を使用するが全て蒸発するため、施設外への排水はない。

○ 焼却灰等は、飛散・流出を防ぎ、十分な遮蔽措置を講じる。
⇒ 仮設焼却炉から発生する焼却灰のうち溶出しやすいものは、セメント固化。
⇒ 放射能濃度が高い「焼却灰」や仮設資材化施設から発生する「副産物」は、十分な遮蔽効果を
有する容器「コンクリートボックス」に入れ安全に保管管理。

○ 環境省は、施設の建設状況やモニタリングデータ等について、広く情報公開。

場内一時保管焼却灰
（仮設焼却炉から
発生したもの）

中間貯蔵施設

（10万ベクレル/kg
超の場合）

既存の管理型処分場

（10万ベクレル/kg
以下の場合）

コンクリートボックス（20cm厚）

による一時保管の例

必要に応じてセメント固型化

副産物
（仮設資材化施設から
発生したもの）

10万ベク
レル/kg
超の場合

10万ベク
レル/kg
以下の場合
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本事業の円滑な実施に向けて
～ 飯舘村の取組み～

【政府への要請書】（平成２５年１０月９日）

○ 菅 内閣官房長官と面会。本事業の実施に当たり「要請書」を提出 。
⇒ 環境省との確認項目については、政府として責任をもった対応を強く要請する。

【環境省との確認書】（平成２５年１０月９日）

○ 石原 環境大臣から「協力依頼文書」を受領。
⇒ 本事業は福島復興のために必要不可欠な事業。是非とも協力を賜りたい。

○ 梶原 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長と「確認書」取り交わし。
⇒ 本事業の円滑な実施に当たり、村民及び周辺自治体住民の安心・安全を図る観点から、環境
省・飯舘村の双方で確認すべき項目について書面化、文書を取り交わす。

《主な確認項目》
① 本施設は、飯舘村の復興のみならず、福島復興のために必要不可欠な施設であること。
② 本施設の建設・運転に当たって、情報公開の徹底と万全な安全対策等を講ずること。
③ 運転期間は計画どおりに３年間とすること（仮設焼却炉は最長で２年間延長）。
④ 本施設から出る焼却灰等の対応は、計画内容を順守し、万全な安全対策を講ずること。
⑤ 本施設の建設・運転中の廃棄物等を搬入する車両等が増加することについて、周辺住民の生
活に十分配慮した運搬計画とすること。

⑥ 村外からの廃棄物の受け入れ量は上限７万トンとすること。
⑦ 地元住民の代表、飯舘村、福島県、環境省からなる協議会を設置し、情報交換及び意見交換
を行い、事業の適正な運営を図ること。 他 ５



１．設置趣旨
環境省の設置する飯舘村蕨平地区可燃性廃棄物減容化施設（以下、「仮設処理施設等」。）の

建設工事、運営、解体工事等について、関係者間の協議を行うための機関として設置。

２．協議会の所掌事項
（１） 仮設処理施設等で行う災害廃棄物処理事業に関する情報交換及び協議
（２） 仮設処理施設等の建設工事、解体工事等に関する情報交換及び工事
（３） その他災害廃棄物処理事業等の適正な運営を図るために必要となる事項 など

３．協議会委員
（１） 飯舘村蕨平地区代表 （蕨平行政区長、副区長、蕨平牧野利用組合長）
（２） 近隣行政区長等 （飯舘村行政区長会長、小宮行政区長、長泥行政区長、村議会議員１名）
（３） 飯舘村 （村長、除染推進課長 外１名）
（４） 福島県 （産業廃棄物課職員１名、相双地方振興局職員３名）
（５） 環境省 （本省職員１名、福島環境再生事務所職員６名） 計２１名

４．会長
委員の互選により、菅野飯舘村村長が選出。

５．事務局
福島環境再生事務所に置く。 ６

「飯舘村蕨平地区における可燃性廃棄物減容化事業に係る協議会」の設置
（平成２６年５月２１日 第１回会合を開催）
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